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【年通号数】公開・登録公報2014-025
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月25日(2014.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出する可変表示手
段に前記識別情報の可変表示の表示結果として特定表示結果が導出されたときに、遊技者
にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域を通過したことにもとづいて、可変入賞装置を前記遊技媒体が入賞
しやすい状態に制御する可変入賞装置制御手段と、
　開始条件が成立したときに、前記識別情報の可変表示の表示結果を前記特定表示結果と
するか否かを決定する開始条件成立時決定手段と、
　前記開始条件成立時決定手段の決定結果にもとづいて、前記識別情報の可変表示を実行
する可変表示実行手段と、
　少なくとも前記可変入賞装置が前記遊技媒体が入賞しやすい状態に制御されること、ま
たは前記識別情報の可変表示の表示結果が前記特定表示結果となることの何れかを示唆す
る所定演出を実行する所定演出実行手段と、
　遊技媒体が前記所定領域を通過したことを示す通過信号を前記遊技機の外部へ出力する
外部出力手段とを備え、
　前記所定演出実行手段は、前記識別情報の可変表示の表示結果が前記特定表示結果とな
ることを示唆する所定演出を実行する場合に、前記開始条件成立時決定手段の決定結果に
基づいて前記識別情報の可変表示における予め定められた複数の期間の何れかにおいて当
該所定演出を実行する、遊技機。
【請求項２】
　遊技者の動作を検出可能な動作検出手段と、
　前記動作検出手段が遊技者の動作を検出したことに基づいて、操作演出を実行する操作
演出実行手段とをさらに備える、請求項１に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
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　（１）各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出する可変
表示手段に前記識別情報の可変表示の表示結果として特定表示結果（たとえば、大当たり
図柄）が導出されたときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（たとえば、大当たり遊
技状態）に制御する遊技機であって、
　遊技媒体が所定領域（たとえば、第１ゲート３２または第２ゲート３３）を通過したこ
とにもとづいて、可変入賞装置（たとえば、可変入賞球装置１５）を前記遊技媒体が入賞
しやすい状態に制御する可変入賞装置制御手段（たとえば、Ｓ４０４の処理を実行するマ
イクロコンピュータ５６０のＣＰＵ５６）と、
　開始条件が成立したときに、前記識別情報の可変表示の表示結果を前記特定表示結果と
するか否かを決定する開始条件成立時決定手段（たとえば、図３０のＳ６１を実行するマ
イクロコンピュータ５６０のＣＰＵ５６）と、
　前記開始条件成立時決定手段の決定結果にもとづいて、前記識別情報の可変表示を実行
する可変表示実行手段（たとえば、図２５のＳ３００の特別図柄通常処理結果に基づいて
、Ｓ３０３を実行するマイクロコンピュータ５６０のＣＰＵ５６）と、
　少なくとも前記可変入賞装置が前記遊技媒体が入賞しやすい状態に制御されること、ま
たは前記識別情報の可変表示の表示結果が前記特定表示結果となることの何れかを示唆す
る所定演出を実行する所定演出実行手段（たとえば、図５５のＳ７７９で開始された第１
所定演出を実行する演出制御用ＣＰＵ１０１、及び図６６のＳ８０２９又はＳ８０３２で
所定演出の演出パターンを含むプロセスデータを選択し、Ｓ８０３６及び図７１のＳ８５
１にて選択したプロセスデータに従って演出装置を制御する演出制御用ＣＰＵ１０１）と
、
　遊技媒体が前記所定領域を通過したことを示す通過信号を前記遊技機の外部へ出力する
外部出力手段（たとえば、情報出力回路５３）とを備え、
　前記所定演出実行手段は、前記識別情報の可変表示の表示結果が前記特定表示結果とな
ることを示唆する所定演出を実行する場合に、前記開始条件成立時決定手段の決定結果に
基づいて前記識別情報の可変表示における予め定められた複数の期間の何れかにおいて当
該所定演出を実行する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　このような構成によれば、遊技の興趣が高い遊技機を提供できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　このような構成によれば、再可変表示を実行する場合には、そうでない場合よりも所定
演出が高い割合で実行される。そのため再可変表示と所定演出とが併せて実行される割合
が高くなり、演出効果が高まる。
　（９）上記（１）の遊技機において、
　遊技者の動作を検出可能な動作検出手段と、
　前記動作検出手段が遊技者の動作を検出したことに基づいて、操作演出を実行する操作
演出実行手段とをさらに備える。
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